
運転免許証の暗証番号の取扱いについて

　運転免許証の暗証番号を忘れた場合は、次の場所で照会できます。
　回答のためには、本人確認が必要ですから、運転免許証を持参してくだ
さい。代理は認められません。
　・　福島運転免許センター、郡山運転免許センター
　・　県内の警察署、分庁舎　
　※　取扱時間　平日の９：００～１６：００　　

　運転免許証の暗証番号は、ＩＣチップ内のデータを読み取るときに必要
なものです。
　市区町村や銀行など民間の窓口において、運転免許証を身分証明書とし
て活用する場合に、暗証番号の入力が必要な場合があります。
　暗証番号を忘れないよう、運転免許証交付時にお渡しした暗証番号の記
録紙を大切に保管してください。

○　暗証番号を忘れないよう暗証番号の記録紙を大切に保管しましょう。

○　暗証番号を忘れた場合、警察に照会できます。

　暗証番号の入力を２回続けて間違えた場合で、暗証番号を忘れた場合は、
警察に照会しましょう。
　正しい暗証番号を入力すれば、閉塞の条件がクリアされますので、照会
の時に、出向いた警察施設において、来場者用の読取り装置がある場合は、
正しい暗証番号を入力してください。

　また、暗証番号を３回続けて間違え、データが読み出せなくなった場合
は、次の場所で解除できます。
　解除を申請する場合は、本人確認が必要ですから、運転免許証を持参し
てください。代理は認められません。
　・　福島運転免許センター、郡山運転免許センター
　・　県内の警察署、分庁舎
　※　取扱時間　平日の９：００～１６：００

○　暗証番号の入力を３回続けて間違うとデータを読み出すことが
　できなくなります（暗証番号の閉塞といいます。）。

○　問い合わせ先　　福島県警察本部交通部運転免許課免許第二係
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